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第１章 総則 

第１節 目 的 

この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号。以下「法」という。）第４条の

規定により愛知県知事から指定された指定水防管理団体たる安城市が、法３３条第１

項の規定に基づき、本市域における洪水、雨水出水等に際し、水災を警戒し、防御し、

及びこれによる被害を軽減し、公共の安全を保持することを示したものであり、安城

市地域防災計画と相まって水災の軽減に努めることを目的としたものである。 

 

第２節 用語の定義 

１ 安城市防災会議 

災害対策基本法第１６条及び安城市防災会議条例（昭和３８年条例第２３号。）

により設置運営される機関で、安城市における防災に関する基本方針の決定及び総

合的な地域防災計画を作成し、その実施の推進を図るとともに防災に関する重要事

項の審議、関係機関相互の連絡調整を図る。 

２ 安城市災害対策本部 

災害対策基本法第２３条の２及び安城市災害対策本部条例（昭和３８年条例第２

４号。）により設置運営される機関で、安城市防災会議と密接な連絡のもとに、各

種災害対策を実施する。 

３ 安城市水防本部 

本市域に係る水防を統括するため設置する機関で、水防に関係の深い部班で編成

し、水防業務の統括にあたる。 

４ 安城市水防本部長 

安城市長をいう。 

５ 水防管理団体･指定水防管理団体（法第２条第２項、法第４条） 

安城市をいう。 

６ 水防管理者（法第２条第３項） 

水防管理団体の長である安城市長をいう。 

７ 消防機関の長（法第２条第５項） 

衣浦東部広域連合消防長をいう。 

８ 水防警報（法第２条第８項、法第１６条） 

水防警報河川等について、洪水等によって災害が発生するおそれがあるとき、国

土交通大臣又は知事が、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

９ 水防警報河川等(法第１６条) 

国土交通大臣又は知事が、洪水等により国民経済上重大な損害又は相当な損害を

生ずるおそれがあると認めて指定した河川等をいう。なお、本市域内で該当する河

川は、国土交通大臣が指定した矢作川がある。 

１０ 洪水予報（法第１０条第２項、法第１１条第１項、気象業務法第１４条の２第
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２項及び第３項） 

洪水予報河川について、洪水のおそれがあると認められるとき、気象庁は国土交

通大臣又は知事と共同して、水位又は流量を示して洪水について水防活動の利用に

適合する予報及び警報を行う発表をいう。 

１１ 洪水予報河川（法第１０条第２項、法第１１条第１項） 

国土交通大臣又は知事が、流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な

損害又は相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川をいう。なお、

本市域内で該当する河川は、国土交通大臣が指定した矢作川である。 

１２ 水位情報の通知及び周知（法第１３条、法第１３条の２、法第１３条の３） 

国土交通大臣または知事は、水位周知河川※１について、氾濫危険水位（洪水特別

警戒水位）※２に到達した旨の情報を、関係都道府県知事または水防管理者及び量水

標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求め、一般に周知さ

せなければならない。 

都道府県知事は、水位周知海岸※３について、当該海岸の水位があらかじめ定め

た高潮特別警戒水位※４に達したとき、水位を示して通知及び周知を行う。 

（注）１ 水位周知河川（法第１３条第１項・第２項） 

洪水予報指定河川以外の河川で、国土交通大臣または知事が、洪水により

国民経済上重大または相当な被害を生じるおそれがあるものとして指定した

河川をいう。本市域内に該当する河川はない。 

２ 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（法第１３条第１項・第２項） 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水

位をいう。避難指示の発令判断の目安となる水位である。 

３ 水位周知海岸 

都道府県知事が、高潮により相当な損害が生じるおそれがあるものとして

指定した海岸。 

４ 高潮特別警戒水位 

法第１３条の３に定める高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位。 

 

第３節 水防の責任と義務 

水防の責任と義務は、水防法により、各々次のように想定されている。 

１ 水防管理団体（安城市）の責任 

（１）水防法上の一次的責任 

指定水防管理団体である安城市は次の事項により管轄区域内（安城市内）の水防

を十分に果たす責任を有する（法第３条）。 

ア 水防体制の確立（法第３条） 

イ 水防団員等の公務災害補償（法第６条の２） 

ウ 水防従事者に対する災害補償（法第４５条） 

エ 消防団の整備（法第５条） 

オ 水防倉庫の設置及び資機材の備蓄（法第２条第６項、法第３条） 

カ 通信連絡系統の確立（法第２７条、法第２条第６項） 
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キ 随時区域内の河川を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるとき

は、直ちに当該河川管理者に連絡して必要な措置を求めること（法第９条） 

ク 水位状況の関係者への通報（法第１２条）  

ケ 消防団の出動又は出動の準備をさせること（法第１７条） 

コ 緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第１９条第２項） 

サ 警戒区域の設定、立入の制限・禁止、退去命令を消防団に指示するこ

と（法５条第３項、法第２１条第１項） 

シ 警察官の出動要請（法第２２条） 

ス 他の水防管理団体への応援要請及び応援に要する費用の要請者負担 （法第

２３条） 

セ 水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に

従事させること（法第２４条） 

ソ 決壊の通報（法第２５条） 

タ 決壊後の被害の拡大の防止（法第２６条） 

チ 水防上緊急の必要があるときの公用負担権限の行使（法第２８条） 

ツ 公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第２８条第３項） 

テ 危険が切迫しているときに必要と認める区域の居住者等に対して立退きを指

示すること及びその場合該当区域を管轄する警察署長に通知すること（法第２

９条） 

ト 避難所の指定、食糧の備蓄（法第３条） 

ナ 水防に要する費用の負担（法第４１条） 

二 法第２４条により水防に従事した者に対する災害補償（法第４５条） 

ヌ 水防に関する報告（法第４７条） 

ネ 平常時における区域内の河川、遊水地等の巡視及び異常箇所の通報（法第９

条） 

ノ 消防事務との調整（法第５０条） 

ハ 水防協力団体の指定、監督（法第３６条、法第３９条） 

ヒ 水防協力団体に対する必要な情報の提供又は指導若しくは助言（法第４０条） 

フ 水防計画の策定、要旨の公表、知事への届出（法第３３条第１項・第３項、

法第４９条第１項） 

へ 水防活動従事者の安全への配慮（法第３３条第４項） 

ホ 毎年の水防訓練（法第３２条の２） 

（２）市の責任 

市は、次の事項の責任を有する。 

ア 法第１４条の浸水想定区域の指定により安城市地域防災計画において次の事

項を定めること。 

（ア）洪水予報又は避難判断水位及び避難指示水位到達情報の伝達方法 
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（イ）避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事

項 

イ 洪水予報又は避難判断水位及び避難指示水位到達情報の伝達方法等を住民に

周知させるため、必要な事項を講じること（法第１５条） 

（３）市の長の責任 

ア 内水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第１４条の２） 

イ 避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者または管理者への

必要な指示、指示に従わなかった旨の公表をすること（法第１５条の３第３項

及び第４項） 

ウ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者より報告を受けた避難確保計画及び避

難訓練の結果についての助言・勧告をすること（法第１５条の３第６項） 

エ 区域内に存する河川のうち洪水時の避難を確保することが特に必要と認めら

れる河川について、過去の浸水状況等を把握することに努め、予想される水災

の危険を住民等に周知すること（法第１５条の１１） 

（４）市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者の責任 

ア 要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な訓練、その他の措置に関する計画（避難確保計画）を作成すること

（法第１５条の３第１項） 

イ 避難確保計画に定められた避難訓練等の実施と訓練結果を市長に報告するこ

と（法第１５条の３第５項） 

２ 住民の義務 

常に気象状況、水防状況等に注意し、水防管理者(市長)から要請があったときは

水防に従事するとともに、水防管理者等から立退きの指示があったときは、その指

示に従うものとする。 

３ 安全配慮 

水防活動に従事する者が水防活動を行うに当たっては、自身の安全確保に留意し

て水防活動を実施するものとする。避難誘導や水防作業の際も、水防従事者自身の

安全は確保しなければならない。 

 

第４節 災害の想定 

災害の種類は、その発生原因等により、暴風、大雨、洪水、高潮、津波等に大別し

得るが、本市の地理的条件及び過去における災害発生状況から判断し、最も被害の大

きいと予想される暴風及び集中豪雨による洪水被害対策に重点を置く。平成２８年５

月３１日には矢作川水系矢作川に係る洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される

浸水深及び継続時間が指定された。市はこれらの減災対策を沿川地域８市１町（岡崎

市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町）、愛知県、

名古屋地方気象台、中部地方整備局豊橋河川事務所、矢作ダム管理所で構成する「矢
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作川水防災協議会」において策定した、「『水防災意識社会 再構築ビジョン』に基

づく矢作川の減災に関わる取組方針（平成２８年１０月）」に基づき、関係機関と連

携して取り組む。 
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第２章 水防組織 

 

第１節 安城市水防本部の設置 

市長は、災害や災害が発生するおそれがあるなどの状況により必要があると認めた

場合、市庁舎内に安城市水防本部（以下「水防本部」という。）を置くことができる。 

ただし、災害の状況によっては、水防本部を設置することなく衣浦東部広域連合安

城消防署で事務処理をすることができる。 

なお、水防本部は、安城市災害対策本部が設置された場合には、同本部に統合する

ものとする。 

 

第２節 水防の機関 

法第５条第２項の規定により、本市においては、消防機関が市域内の水防事務を十

分に処理することができると認め、消防機関をもって当該水防事務を処理するものと

する。 

 

【安城市防災組織図】 
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第３節 安城市水防本部の組織  

水防本部は、安城市災害対策本部を構成する各部班のうち、水防活動に特に関係の

深い部班で編成し、水防事務の統合に当たる。ただし、災害の状況により、全部班で

編成することができる。 

 

１ 水防本部（統括）組織 

 

 本 部 運 営 部  本 部 班  

   行 政 班  

 総 務 部  財 政 班  

   調 査 班  

   会 計 班  

本 部 長 企 画 渉 外 部  情 報 広 報 班  

（市 長）   職 員 班  

   企 画 班  

   渉 外 班  

 市 民 安 全 部  市 民 安 全 班  

 福 祉 援 助 部  援 助 班  

副 本 部 長 

（副市長） 

こ ど も 衛 生 部  こ ど も 班 

衛 生 班 

 

 

     

本 部 長 付 産 業 対 策 部  物 品 調 達 班  

（教育長） 環 境 対 策 部  清 掃 班  

 建 設 部  維 持 管 理 班  

   土 木 班  

   建 築 班  

 都 市 対 策 部  都 市 対 策 班  

 上 下 水 道 部  下 水 道 班  

   上 水 道 班  

    

 文 教 対 策 部  教 育 総 務 班  

   学 校 教 育 班  

 

 

 

避 難 所 部 

 

 避 難 所 班 

福 祉 避 難 所 班 

 

 

 水 防 部  消 防 班  

備考 

（１）安城市災害対策本部の全部班をもって編成するときは、同本部の編成形態によ

る。 

（２）水防部を除く各部における班の編成・事務分掌については、安城市地域防災計

画に定めるところによる。 
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２ 水防部の組織 

（１）水防部組織図 

 

 

  

今村分団 篠目分団

里分団 池浦分団

浜屋分団 平貴分団

志貴分団 三別分団

新田分団 北明分団

上条分団 赤松分団

東尾分団 福釜分団

古井分団 高棚分団

箕輪分団 南明分団

二本木分団 西尾分団

和泉分団

榎前分団

石井分団

東端分団

根崎分団

城ヶ入分団

桜井分団

桜井北部分団

小川分団

三ツ川分団

桜井方面水防団

水防団本部

機能別団員

北部方面水防団長
（消防団副団長）

北部方面水防団

水防団長
（消防団長）

中部方面水防団長
（消防団副団長）

中部方面水防団

南部方面水防団
南部・桜井方面水防団長

（消防団副団長）

連絡調整班
（庶務係）

水防部長
（消防署長）

水防副部長
（消防署副署長）

指揮班
（消防団係）

情報広報班
（予防係）
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(２)水防部事務分掌 

班名 所掌事務 

連絡調整班 

１ 消防団員の招集に関すること。 

２ 応援要請に関すること。 

３ 水防機関との連絡調整に関すること。 

４ 食糧、各種資機材等の調達及び補給に関すること。 

５ その他他班に属さないこと。 

指揮班 

１ 水防指令の発令に関すること 

２ 水防活動の指揮に関すること。 

３ 増水状況の調査及び監視員の配置に関すること。 

４ 水防工法の採用及び実施に関すること。 

５ 水防要員及び資機材の輸送並びに配置に関すること。 

６ 水防資機材の応急調達に関すること。 

７ 車両及び舟艇の借用並びに調達に関すること。 

８ 各種通信に関すること。 

情報広報班 

１ 水防工法の収集に関すること。 

２ 広報活動に関すること。 

３ 避難の指示に関すること。 

４ 避難者の救助及び誘導に関すること。 

５ 水防活動の記録に関すること。 

分団 

機能別団員 

１ 水防情報の収集及び報告に関すること。 

２ 水防活動の記録及び情報に関すること。 

３ 広報活動に関すること。 

４ 河川増水状況その他危険箇所の状況調査及び警戒に関すること。 

５ 危険地区に対する避難の指示及び誘導に関すること。 

６ 水防要員及び資機材の輸送に関すること。 

７ 水防工法の実施に関すること。 

８ その他水防部長、水防副部長、各班長、水防団長及び各方面水防

団長から命令を受けたこと。 

 

(３)水防要員（令和８年３月３１日現在） 

ア 衣浦東部広域連合安城消防署(本署・２分署・１出張所) 計１１９人 

イ 消防団(３０分団・機能別団員) 計４９５人 
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第３章 水防施設 

 

第１節 水防資機材等 

１ 水防資機材 

（１）水防倉庫 

倉庫名 村高 福地 天神 木戸 

所在地 村高町 小川町 小川町 木戸町 

面積（㎡） 52.00 26.32 49.17 40.00 

対象河川 矢作川 矢作川 矢作川 矢作川 

主

要

機

材 

くい木（本） 350 200 200 348 

ビニール袋（袋） 19,900 16,000 27,000 18,200 

麻袋（袋） 0 0 0 0 

空俵（俵） 150 0 0 0 

かます（枚） 0 0 0 0 

むしろ（枚） 0 0 21 0 

なわ（巻） 8 6 6 8 

鉄線（kg） 300 300 450 350 

主

要

機

材 

たこづち（丁） 4 3 5 6 

掛矢（丁） 6 6 10 6 

かつぎ棒（本） 9 0 0 6 

シャベル（丁） 10 10 19・角 22 2・角 8 

のこぎり（丁） 8 11 11 6 

おの（丁） 4 6 5 4 

ペンチ（丁） 3 3 2 3 

もっこ（枚） 10 0 0 60 

なた・かま（丁） 4・4 4・4 3・3 4・6 

み（丁） 9 10 13 8 

つるはし（丁） 3 2 3 4 

ハンマー（丁） 5 5 4 5 

しの（丁） 12 8 5 6 

なわとおし（丁） 2 2 2 4 

クリッパー（丁） 3 3 3 3 

はしご（基） 1 脚立 1 脚立 2 1 

照明具（台） 5 
強力 2 

懐中 2 
6 5 

一輪車（台） 4 7 13 7 

空気入れ（丁） 1 1 1 1 

舟艇 1 0 0 0 

ﾄﾗﾛｰﾌﾟ（12mm×200m） 1 2 2 2 

ＣＲＣ（潤滑油） 4 1 2 3 

とい 0 0 5 1 

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ（5.4m×

5.4m） 
13 26 41 12 

大ハンマー（丁） 0 0 3 0 

鉄くい（本） 0 0 50 0 
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（２）消防機関（令和７年４月１日現在） 

区分 資機材名 
安城 

消防署 
北分署 南分署 

西出張

所 
計 

一般救助用

器具 

かぎ付梯子 4 3 1 1 9 

三連梯子 5 2 2 1 10 

金属製折りたたみ梯子又

はワイヤー梯子 
2    2 

空気式救助マット 2    2 

救命索発射銃 1    1 

サバイバースリング又は 

救助用縛帯 
11 4 2 1 18 

平担架 1    1                                                   

高度救助用

器具 

画像探査機 1    1 

地中音響探知機 1    1 

熱画像直視装置 1    1 

夜間用暗視装置 1    1 

重量物排除

用器具 

油圧ジャッキ 7 1 1 1 10 

油圧スプレッダー １    1 

可搬ウィンチ 1 1   2 

マンホール救助器具 1    1 

救助用簡易起重機 1    1 

マット型空気ジャッキ 2    2 

大型油圧スプレッダー 1    1 

救助用支柱器具 1    1 

チェーンブロック 1    1 

切断用 

器具 

油圧切断機 1    1 

エンジンカッター 3 1 1 1 6 

ガス溶断機     0 

チェーンソー 1  1  2 

鉄線カッター 6 3 5 2 16 

空気鋸 1    1 

大型油圧切断機 1    1 

空気切断機 1    1 

コンクリート･鉄筋切断

用チェーンソー 
1    1 

破壊用 

器具 

万能斧 8 4 3 4 19 

ハンマー 4 2 2 1 9 

携帯用コンクリート破壊器具 1    1 

削岩機 3    3 

ハンマードリル 3    3 

測定用 

器具 

可燃性ガス測定器 4 1 1 1 7 

有毒ガス測定器 4 1 1 1 7 

酸素濃度測定器 4 1 1 1 7 

放射線測定器 6    6 

除染器具 除染シャワー 1    1 
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区分 機器材名 
安城 

消防署 
北分署 南分署 

西出張

所 
計 

呼吸保護用

器具 

空気呼吸器 48 12 7 4 71 

空気補充用ボンベ 1    1 

酸素呼吸器 2    2 

簡易呼吸器     0 

防塵マスク 33 12 5 10 60 

送排風機 1 1   2 

エアラインマスク     0 

隊員保護用

器具 

耐電手袋 7 5 4 4 20 

耐電衣 7 3   10 

耐電ズボン 7 3   10 

耐電長靴 7 4 1 1 13 

防塵メガネ 5 3   8 

携帯警報器 28 12 7 4 51 

防毒マスク 26 3 3 3 35 

陽圧式化学防護服 5    5 

耐熱服 4    4 

放射線防護服 4    4 

特殊ヘルメット     0 

水難救助用

器具 

潜水器具 8    8 

救命胴衣 39 21 23 14 97 

水中投光器  10    10 

救命浮環 6 3 1  10 

浮標 1    1 

救命ボート  3 1 1 1 6 

船外機 2    2 

山岳救助用

器具 

登山器具     0 

バスケット型担架 3    3 

探索器具 簡易画像探査機 1    1 

その他の救

助用器具 

投光器 7 6 1 1 15 

携帯投光器 22 16 9 7 54 

携帯拡声器 10 4 3 3 20 

携帯無線機 30 14 14 10 68 

応急処置用セット 3 2 2 2 9 

車両移動器具 4 1 1  6 

緩降機 1    1 

ロープ登降機 4    4 

救助用降下機 15 2   17 

発電機 8 4 2 1 15 
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２ 土のう用備蓄土砂 

位置 備蓄量(ｍ３） 

矢作川右岸17.0K+100m 川島町～村高町 ２，１００ 

矢作川右岸15.8K+100m 小川町 ４００ 

矢作川右岸17.0K+20m 村高町 ２，５００ 

 

第２節 非常輸送 

１ 車両等 

水防資機材及び人員の輸送並びに災害復旧のためのトラックその他の車両の動員

及び調達先は、安城市地域防災計画の定めるところによる。 

（資料）・消防車両（安城市地域防災計画資料編・別表第６） 

・市有車両等一覧表（安城市地域防災計画資料編・別表第３０） 

２ 供給協力等 

（１）物資運搬車両の供給協力 

事務局住所 事業所 

安城市福釜町下山２３ 

事務局長 大河内 学 

愛知県トラック協会 

西三支部安城部会 

部会長 加藤 正人 

安城トラック事業協同組合 

理事長 天野 光宏 

（２）その他、応急対策に使用する車両や資機材の供給協力等については、地域防災計画に

よる。 

 

第３節 通信連絡 

１ 通信施設の整備 

迅速・的確な水防活動を実施するためには、通信体系の整備・充実を図る必要が

ある。このため、安城市地域防災計画の定めるところにより通信施設を運用すると

ともに、その整備に努める。 

（資料）・安城市防災行政無線番号表（安城市地域防災計画資料編・別表第３１） 
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第４章 非常配備体制 
 

第１節 安城市水防本部の非常配備 

安城市は、水害の防止及び軽減についての活動が他の防災活動と一体となって迅速かつ強

力に推進できるよう安城市地域防災計画に基づく非常配備の体制を整える。 

１ 非常配備の基準 

職員は、次表の基準により非常配備につくものとする。 

非常配備区分 配備時期 摘要 

第１非常配備 

準備体制 

１ 警報が発表されたとき。 

２ 南海トラフ周辺を震源域とする広域的な地

震について、前兆現象が確認され、又は実

際に発災した（当該地震によって観測され

た本市における最大の震度階級が０以上３

以下の場合に限る。）ことにより、南海ト

ラフ地震臨時情報（調査中）が発表された

とき。 

３ 南海トラフ周辺を震源域とする広域的な地

震について、前兆現象が確認され、又は実

際に発災した（当該地震によって観測され

た本市における最大の震度階級が０以上３

以下の場合に限る。）ことにより、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表

されたとき。 

４ その他本部長が必要と認めたとき。 

今後の状況推移に注

意・警戒を要するが

、予想される事態発

生までは、情報収集

、連絡活動を主とし

、事態の推移により

直ちに召集し、初期

活動ができる体制と

する。 

第１非常配備 

警戒体制 

１ 警報が発表され、災害が発生するおそれが

あるとき。 

２ 小規模の災害が発生し、又は発生するおそ

れがあるとき。 

３ 矢作川岡崎水位観測所における矢作川の水

位が「氾濫注意水位」（5.80ｍ）に到達した

とき。 

４ 東海地震に関連する調査情報（臨時）が発

表されたとき。 

５ 震源域を問わず地震が発生し、本市におい

て震度階級４が観測されたとき（事後に南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表

された場合を除く。）。 

６ 南海トラフ周辺を震源域とする広域的な地

震が発生し、南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）が発表されたとき（当該地震

によって観測された本市における最大の震

度階級が０以上４以下の場合に限る。）。 

７ その他本部長が必要と認めたとき。 

第２非常配備 

１ 上記のほか、相当規模の災害が発生し、又

は発生するおそれがあるとき。 

２ 特別警報が発表されたとき。 

３ 矢作川岡崎水位観測所における矢作川の水

位が「避難準備水位」（8.47ｍ）に到達した

とき。 

４ 東海地震注意情報が発表されたとき。 

非常事態の発生に備

え、そのまま水防活

動及び救護活動が遂

行できる体制とする

。 
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※対象とする警報は、大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪又は高潮のいずれかとする。 

※対象とする特別警報は、大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波又は火山噴火の

いずれかとする。 

※大雨注意報、洪水注意報又は強風注意報が発表されたときは、情報収集連絡活動のため、

本部班があたる。 

※地震特別警報とは、本市において震度６弱以上の震度階級が観測されるおそれがあると

する内容の緊急地震速報のことをいう。 

※なお、水防団の配備については第９章第１節「２ 矢作川水位観測」の（１）矢作川の

基準水位によるものとする。 

２ 非常配備の解除 

非常配備の解除は、次による。 

（１）予想された災害の危険が解消したと認められるとき。 

（２）災害発生後における応急措置がおおむね完了したと認められるとき。 

３ 非常配備要領 

（１）水防本部及び班長は、召集の的確を期するため安城市地域防災計画に定める非常連絡

系統図及び職員名簿を保管し、各非常事態に即応した非常配備が迅速に行われるよう努

めるものとする。 

（２）非常配備要員は、常に気象状況等に注意し、直ちに非常配備に即応した配備につくこ

とができるよう留意し、出動が予想されるときは、自発的に参集しなければならない。 

 

第２節 消防団員の非常配備 

１ 消防団長 

消防団長は、水防管理者（市長）の指示により消防団員を非常配備体制につかせること

が原則であるが、特に緊急の場合は、自らの判断によりこれを行うことができる。この場

合は、速やかに水防管理者に報告するものとする。 

２ 副団長 

副団長は、消防団長が不在の場合、消防団長の職務を代行するものとする。 

３ 分団長 

「第１１章 水防活動」に基づいて団員を配備するほか、水防本部配備体制に準じ、地

５ 震源域を問わず地震が発生し、本市におい

て震度階級５弱又は５強が観測されたとき。 

６ その他本部長が必要と認めたとき。 

第３非常配備 

１ 市の全域に大災害が発生若しくは発生する

おそれがあるとき、又は全域でなくても被害

が特に甚大と予想されるとき。 

２ 矢作川岡崎水位観測所における矢作川の水

位が「氾濫危険水位」（10.72ｍ）に到達し

たとき。 

３ 東海地震予知情報が発表されたとき、又は

警戒宣言が発表されたとき。 

４ 震源域を問わず地震が発生し、本市におい

て震度階級６弱以上が観測されたとき、又は

地震特別警報が発表されたとき。 

大規模な災害に対処

し得るよう全員をも

ってこれに当たり、

直ちに災害対策・災

害復旧活動ができる

体制とする。 
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域に応じた任務分担を分団長において作成し、長期に即応できる体制をとるものとする。 

４ 分団 

各分団の配備体系は、以下のとおりとする。 

（１）出動準備 

水防資機材の整備・点検・水位の巡視・通報等と非常連絡のため正副分団長が出動する。 

（２）出動 

団員全員が出動し、水防本部の指示のもとに水防及び救護活動に従事する。 
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第５章 重要水防箇所 
 

第１節 重要水防箇所 

市内の河川等で水防上注意を要する箇所は、次に示すとおりである。 

市は、常に当該箇所の現況把握に努め、その水防対策の確立を図るものとする。 

１ 評定基準 

（１）国管理区間の評定基準 

種別 
重要度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

越水 

(溢水) 

計画高水流量規模の洪水

の水位（高潮区間の堤防に

あっては計画高潮位）が現

況の堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪

水の水位（高潮区間の堤

防にあっては計画高潮

位）と現況の堤防高との

差が堤防の計画余裕高に

満たない箇所。 

 

堤体漏

水 

堤防の機能に支障が生じ

る堤体の変状の履歴（被災

状況が確認できるもの）が

あり、類似の変状が繰り返

し生じている箇所。 

堤体の土質、法勾配等か

らみて堤防の機能に支障が

生じる堤体の変状の生じる

おそれがあり、かつ堤防の

機能に支障が生じる堤体の

変状の履歴（被災状況が確

認 で き る も の ） が あ る 箇

所。 

水防団等と意見交換を行

い、堤体漏水が生じる可能

性が特に高いと考えられる

箇所。 

 

堤防の機能に支障が生

じる堤体の変状の履歴

（被災状況が確認できる

もの）があり、安全が確

認されていない箇所、又

は堤防の機能に支障は生

じていないが、進行性が

ある堤体の変状が集中し

ている箇所。 

堤防の機能に支障が生

じる堤体の変状の履歴

（被災状況が確認できる

もの）はないが、堤体の

土質、法勾配等からみて

堤防の機能に支障が生じ

る堤体の変状の生じるお

それがあると考えられる

箇所。 

水防団等と意見交換を

行い、堤体漏水が生じる

可能性が高いと考えられ

る箇所。 
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種別 
重要度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

基礎地

盤漏水 

堤防の機能に支障が生じ

る基礎地盤漏水に関係する

変状の履歴（被災状況が確

認できるもの）があり、類

似の変状が繰り返し生じて

いる箇所。 

基礎地盤の土質等からみ

て堤防の機能に支障が生じ

る変状の生じるおそれがあ

り、かつ堤防の機能に支障

が生じる基礎地盤漏水に関

係する変状の履歴（被災状

況が確認できるもの）があ

る箇所。 

水防団等と意見交換を行

い、基礎地盤漏水が生じる

可能性が特に高いと考えら

れる箇所。 

堤防の機能に支障が生

じる基礎地盤漏水に関係

する変状の履歴（被災状

況が確認できるもの）が

あり、安全が確認されて

いない箇所、又は堤防の

機能に支障は生じていな

いが、進行性がある基盤

漏水に関係する変状が集

中している箇所。 

堤防の機能に支障が生

じる基礎地盤漏水に関係

する変状の履歴（被災状

況が確認できるもの）は

ないが、基礎地盤漏水の

土質等からみて堤防の機

能に支障が生じる変状の

生じるおそれがあると考

えられる箇所。 

水防団等と意見交換を

行い、基礎地盤漏水が生

じる可能性が高いと考え

られる箇所。 

 

水衝・

洗掘 

水衝部にある堤防の前面

の河床が深掘れしているが

その対策が未施工の箇所。

橋台取り付け部やその他の

工作物の突出箇所で、堤防

護岸の根固め等が洗われ一

部破損しているが、その対

策が未施工の箇所。波浪に

よる河岸の決壊等の危険に

瀕した実績があるが、その

対策が未施工の箇所。 

水衝部にある堤防の前

面の河床が深掘れになら

ない程度に洗掘されてい

るが、その対策が未施工

の箇所。 

 

工作物 

河川管理施設等応急対策

基準に基づく改善措置が必

要な堰、橋梁、樋管その他

の工作物の設置されている

箇所。橋梁その他の河川横

断工作物の桁下高等が計画

高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあって

は計画高潮位）以下となる

箇所。 

橋梁その他の河川横断

工作物の桁下高等と計画

高水流量規模の洪水の水

位（高潮区間の堤防にあ

っては計画高潮位）との

差が堤防の計画余裕高に

満たない箇所。 
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種別 
重要度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

工事施

工 

  出水期間中に

堤防を開削する

工事箇所又は仮

締切等により本

堤に影響を及ぼ

す箇所。 

新堤防 

破堤跡 

旧川跡 

  新堤防で築造

後３年以内の箇

所。 

 破堤跡又は旧

川跡の箇所。 

陸閘 
  陸閘が設置さ

れている箇所。 
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（２）県及び市管理区間の評定基準 

区

分

番

号 

種

別 

重要性 
選定理由

（例示） Ａ 水防上最も重要な区

間 
Ｂ 次に重要な区間 

Ｃ やや危険

な区間 

１ 

堤

防

高

・

河

川 

計画高水流量に対し

て計画堤防余裕高が１／

５以下の場合であり計

画高水流量を疎通せし

めるには最も危険な箇

所、または高潮区間の

堤防にあっては計画高

潮位が現況の堤防高を

越える箇所。 

 

 

計画高水流量に対し

て計画堤防余裕高が１

／５～１／２の場合で

あり計画高水流量を疎

通せしめるには危険な

箇所、または高潮区間

の堤防にあっては、現

況の堤防高が計画高潮

位を上回るものの、計

画堤防高に満たない箇

所。 

計画高水流

量に対して計

画堤防余裕高

が１／２以上

であり計画堤

防余裕高より

低い箇所。 

・ 堤 防 高

不足 

堤

防

高

・

海

岸 

設計高潮位が現況の

堤防高を越える箇所。 

 

 

現況の堤防高が設計

高潮位を上回るもの

の、著しく設計堤防高

に満たない箇所。 

 ・ 堤 防 高

不足 

２ 

堤

防

断

面 

一連の堤防のうち計

画堤防断面に対して特

に断面が狭小である箇

所。または、堤防の上

端幅（天端幅）が狭い

箇所。（堤防断面積あ

る い は 堤 防 の 上 端 幅

（天端幅）が計画の１

／２以下の区間）。パ

ラペットが設置されて

おり、その高さが３０

ｃｍ以上の箇所。 

一連の堤防のうち計

画堤防断面に対して断

面が狭小である箇所。

または、堤防の上端幅

（天端幅）が狭い箇

所。（堤防断面積ある

いは堤防の上端幅（天

端幅）が計画の２／３

以下の区間）。パラペ

ットが設置されてお

り、その高さが３０ｃ

ｍ未満の箇所。 

 ・堤防断

面不足 

・堤防の

上端幅 

（天端

幅）不足 

・パラペ

ット 

 

３ 

堤

防

強

度 

堤体あるいは基礎地

盤の土質が軟弱で法面

が急勾配である箇所。

法 面 の 急 勾 配 等 に よ

り 、 法 面 崩 壊 、 す べ

り、沈下等の実績があ

る箇所。水衝箇所の新

堤で完成後３年以下で

安全面に不安が感じら

れる箇所。 

堤体あるいは基礎地

盤の土質が軟弱である

箇所。土質等により、

法面崩壊、すべり、沈

下等が予想される箇

所。新堤で完成後３年

以下で安全面に不安が

感じられる箇所。 

 

 ・堤体土

質軟弱 

・基礎地

盤軟弱 

・法面不

良 

・水衝部

の新堤防 

・新堤防 

 

４ 
漏

水 

堤体あるいは基礎地

盤より漏水の実績があ

るもの又はそのおそれ

が十分ある箇所。 

漏水の実績があり、

これに対して応急措置

を講じられた箇所。 

漏水等の不

安が考えられ

る箇所。 

・漏水実

績、おそ

れ 
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区

分

番

号 

種

別 

重要性 
選定理由

（例示） Ａ 水防上最も重要な区

間 
Ｂ 次に重要な区間 

Ｃ やや危険

な区間 

５ 
水

衝 

水衝部において、低

水護岸等が度々破損さ

れ、あるいは破堤、破

堤寸前程度までの実績

があるもの。 

水衝部において、

低水護岸や高水護岸

があるが完全とは考

えられない箇所ある

いは護岸等が古くな

って効用が著しく減

じている箇所。 

 ・水衝部

破堤実績 

・水衝部

低水護岸 

破損 

・水衝部

護岸老朽 

６ 

深
掘
れ
（
洗
掘
） 

堤防と接近している

河岸が深掘れ（洗掘）

されているところで、

堤脚護岸の根固めが現

在洗われており危険が

予想される箇所。又、

橋台取付部やその他の

工作物の突出による堤

体の深掘れ（洗掘）に

ついても考慮する。な

お波浪による河岸決壊

により危険に瀕した実

績あるものを含む。 

低水路の河岸が深

掘れ（洗掘）されて

いるか河床の深掘れ

（洗掘）の著しい箇

所で堤脚護岸の根固

め水制等が一部破損

しており危険の生ず

ることが予想される

箇所。 

 

 ・ 河 岸 深

掘 れ （ 洗

掘） 

・ 河 床 深

掘 れ （ 洗

掘） 

・ 河 岸 波

浪 

７ 

工

事

施

工 

国債工事等でやむな

く出水期間中も樋門、

樋管等の工作物を施工

中のもので堤防を横断

して開削している箇所

その他工事施工に伴い

一時的ではあるが危険

が予想される場合。 

樋管、橋台等施工

箇所で堤防護岸が未

施工の箇所。 

 ・工事中 

８ 

工

作

物 

取水堰、樋門、樋管

等の堤防横断工作物で

設置時期が古く、不等

沈下、漏水等により不

慮の事故が予想される

箇所。陸閘が設置され

ている箇所。 

取水堰、樋門、樋

管等工作物の護岸等

の補強措置が未施工

の箇所。 

 ・ 工 作 物

老朽 

・ 疎 通 能

力不足 

・ 余 裕 高

不足 

・陸閘 

・ 補 強 措

置未施工 

２ 評定基準参考資料 

（１）基本事項 

ア 前記評定基準により種別、重要度、及び選定理由を評定する。 

イ 各種別の考え方は上下流一連の堤防の状況を比較して判断する。（左右岸の

比較も含む） 

ウ 計画高水位は、かならずしも全体計画の値ではなく上記により判断する。 

エ 評定基準日は毎年３月３１日現在とし、現在工事中でも工事完了が確実な箇
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所は対応する。 

（２）参考図 

 参
考

図

重
要

度

種
別

河
川

一
般

部

河
川

高
潮

区
間

海
岸

Ｂ
Ｃ

備
　

　
　

　
　

　
　

　
考

堤
体

強
度

堤
防

断
面

堤
防

高

Ａ

ｈ
≦

Ｈ
×

１
／

５

ｈ
Ｈ

Ｗ
Ｌ

ｈ
Ｈ

Ｗ
Ｌ

ｈ
Ｈ

Ｗ
Ｌ

ｈ
＜

Ｈ
×

（
１

／
５

～
１

／
２

）
ｈ

≧
Ｈ

×
１

／
２

～
ｈ

＜
Ｈ

　
Ｈ

：
余

裕
高

〔
計

画
〕

　
ｈ

：
余

裕
高

〔
現

況
〕

　
Ｈ

Ｗ
Ｌ

：
計

画
高

水
位

  
H

H
W

L
：
計

画
高

潮
位

W
≦

１
／

２
×

Ｗ
〔
Ａ

〕

Ｈ
Ｗ

Ｌ
Ｈ

Ｗ
Ｌ

ｗ
ｗ

ｗ
＞

１
／

２
×

Ｗ
〔
Ａ

〕
～

ｗ
≦

２
／

３
Ｗ

〔
Ａ

〕

　
Ｗ

：
天

端
幅

　
Ａ

：
堤

防
断

面
積

　
ｗ

：
天

端
幅

〔
現

況
〕

ｈ
Ｈ

Ｗ
Ｌ

パ
ラ

ペ
ッ

ト

ｈ
≧

0
.3

0
m

ｈ
Ｈ

Ｗ
Ｌ

パ
ラ

ペ
ッ

ト

ｈ
＜

0
.3

0
m

　
ｈ

：
パ

ラ
ペ

ッ
ト

高

Ｈ
Ｗ

Ｌ

ｎ
＜

２

ｍ
＜

２

Ｈ
Ｗ

Ｌ

ｎ
≧

２

ｍ
≧

２

法
面

不
良

A
：
一

連
勾

配
に

く
ら

べ
、

い
ち

じ
る

し
く

急
勾

配
の

箇
所

。
た

だ
し

勾
配

は
１

：
２

未
満

と
す

る
。

法
面

不
良

B
：
勾

配
が

１
：
２

以
上

で
あ

る
が

、
法

崩
壊

、
す

べ
り

が
発

生
す

る
と

思
わ

れ
る

箇
所

計
画

堤
防

高
H

.H
.W

.L

計
画

堤
防

現
況

堤
防

高

計
画

堤
防

計
画

堤
防

高
H

.H
.W

.L
.

現
況

堤
防

高

設
計

高
潮

設
計

高
潮

0
.5

ｍ
を

越
え

る

Ｈ
×

１
／

２
≦

ｈ
＜

Ｈ
 

Ｈ
×

１
／

２
≦

ｈ
＜

Ｈ
 

Ｈ
×

１
／

５
＜

ｈ
＜

Ｈ
×

１
／

２
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（３）評定基準の説明 

区

分

番

号 

種別 

重

要

度 

選定理由 注意事項 
備

考 

２ 堤防断面 Ｂ 

堤防の上端幅（天

端幅）不足 

「堤防断面積」とあるが堤防の上端

（天端）幅で読む。 
 

３ 堤防強度 
Ａ
・
Ｂ 

堤体土質軟弱 堤体と基礎地盤の軟弱とする。  

堤防斜面（法面）

不良 

堤防斜面（法）崩壊、すべり、急激な

沈下とする。 
 

新堤 
新堤と堤体盛土（既設堤防の上端（天

端）幅の土）とする。 
 

６ 
深掘れ 

（洗掘） 

Ａ
・
Ｂ 

深掘れ（洗掘） 
根固等がなく護岸の基礎工が露出して

いる場合をいう。 
 

河床低下 

河床が全体に低下したことにより根固

等がなく護岸の基礎工が露出している

場合をいう。 

 

８ 工作物 Ａ 

工作物老朽 
工作物老朽、不等沈下、工作物の漏水

等含 む。 
 

疎通能力不足 
堤防横断工作物の疎通能力の不足とす

る。 
 

余裕高不足 
橋梁等により余裕高に不足を生じてい

る場合とする。 
 

３ 重要水防箇所 

（注）表中、国土交通省管理において、重要度欄の「Ａ」は水防上最も重要な区間を、「Ｂ」 

は水防上重要な区間を、「要」は要注意区間をいう。 

愛知県管理において、「Ａ」は水防上最も重要な区間を、「Ｂ」は次に重要な区間を、 

「Ｃ」はやや危険な区間をいう。 

位置欄の数値は、河口からの距離を表し、例えば、13.0K＋40 は 13,040m のことである。 

水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。 

（１）国管理区間の重要水防箇所 

ア 矢作川（国土交通省管理）の重要水防箇所 

堤

防 
位置 区域 延長m 重要度 種別 摘要(水防工法) 

右

岸 

8.8K+90～ 

11.0K 

西尾市米津町

～藤井町 
2,110 Ｂ 越水 暫定堤防（積土のう工） 

右

岸 

11.0K-100～ 

11.0K+100 
藤井町 200 Ｂ 堤体漏水 R4.8裏法くずれ 

右

岸 

11.4K-100～ 

11.4K+100 
藤井町 200 Ｂ 越水 暫定堤防(積土のう工) 

右

岸 

11.6K+58～ 

12.4K+32 
藤井町 830 要 新堤防 藤井引堤工事関連 

右

岸 

12.0K-100～ 

12.2K+100 
藤井町 410 Ｂ 基礎地盤漏水 

パイピング破壊に対する安

全性 
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堤

防 
位置 区域 延長m 重要度 種別 摘要(水防工法) 

右

岸 

12.0K～ 

12.2K 
藤井町 210 Ｂ 越水 

暫定堤防 

河積不足（積土のう工） 

右

岸 

12.4K-100～ 

12.8K 
藤井町 460 Ａ 基礎地盤漏水 

Ｓ34被災履歴有の暫定施工

（月の輪工）パイピング破

壊に対する安全性 

 
右

岸 

12.4K～ 

16.4K 

藤井町～ 

小川町 
3,880 Ｂ 越水 

暫定堤防 

河積不足（積土のう工

） 

右

岸 

12.4K+100～ 

12.6K-40 
藤井町 50 Ｂ 水衝洗掘 洗掘の未施工（捨て石工） 

右

岸 

12.6K+20～ 

12.8K-80 
藤井町 70 Ｂ 水衝洗掘 洗掘の未施工（捨て石工） 

右

岸 

13.0K-100～ 

14.0K+100 
小川町 1,160 Ｂ 堤体漏水 

堤防脆弱性、すべり破壊に

対する安全性 

右

岸 

12.8K+47～ 

12.8K+93 
藤井町 50 要 新堤防 藤井引堤工事関連 

右

岸 
12.8K+182 藤井町 １箇所 要 工作物 鹿乗川排水機場吐出樋管 

右

岸 
13.0K～13.2K 小川町 200 Ｂ 基礎地盤漏水 

パイピング破壊に対する安

全性 

右

岸 

14.0K+100～ 

15.0K+100 
小川町 910 Ｂ 基礎地盤漏水 

パイピング破壊に対する安

全性 

右

岸 

14.2K-100～ 

14.2K+100 
小川町 200 Ａ 堤体漏水 

旧川・破堤跡以外の履歴有

の暫定施工 

堤防脆弱性、すべり破壊に

対する安全性 

右

岸 

14.4K-100～ 

14.4K+100 
小川町 200 Ｂ 堤体漏水 Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

右

岸 

14.6K-100～ 

14.6K+100 
小川町 200 Ａ 堤体漏水 

Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

堤防脆弱性 

右

岸 

14.8K-100～ 

14.8K+100 
小川町 200 Ｂ 堤体漏水 Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

右

岸 

15.0K-100～ 

15.0K+100 
小川町 200 Ａ 堤体漏水 

Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

堤防脆弱性 

右

岸 

15.2K-100～ 

15.2K+100 
小川町 200 Ｂ 堤体漏水 Ｈ12被災履歴有の暫定施工 
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堤

防 
位置 区域 延長m 重要度 種別 摘要(水防工法) 

右

岸 

15.4K-100～ 

15.4K+100 
小川町 200 Ａ 堤体漏水 

Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

堤防脆弱性 

右

岸 

15.6K-100 ～

15.6K 
小川町 100 Ａ 基礎地盤漏水 

旧川・破堤跡以外の履歴有

の未施工（月の輪工）パイ

ピング破壊に対する安全性 

右

岸 

15.6K-100 ～

15.6K+100 
小川町 200 Ｂ 堤体漏水 Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

右

岸 

15.6K+181 ～

15.8K+120 
小川町 180 Ａ 基礎地盤漏水 

旧川・破堤跡以外の履歴有

の未施工（月の輪工）重点

監視区間（堤防詳細点検に

基づき設定） 

右

岸 

15.8K-100 ～

15.8K+100 
小川町 200 Ａ 堤体漏水 

Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

堤防脆弱性 

右

岸 

16.0K-100 ～

16.0K+100 
小川町 200 Ｂ 堤体漏水 Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

右

岸 
16.0K～16.4K 小川町 450 Ｂ 基礎地盤漏水 

パイピング破壊に対する安

全性 

右

岸 

16.2K-100 ～

16.2K+100 
小川町 200 Ａ 堤体漏水 

Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

堤防脆弱性 

右

岸 

16.4K-100 ～

16.4K+100 
小川町 200 Ｂ 堤体漏水 Ｈ12被災履歴有の暫定施工 

右

岸 
16.4K～16.6K 

小川町～ 

川島町 
220 Ａ 越水 暫定堤防（積土のう工）  

右

岸 
16.6K～17.4K 

川島町～ 

村高町 
830 Ａ 基礎地盤漏水 

Ｓ47被災履歴有の暫定施工 

パイピング破壊に対する安

全性 

右

岸 
16.6K～18.0K 

川島町～ 

村高町 
1,400 Ｂ 越水 

暫定堤防 

河積不足（積土のう工） 

右

岸 

17.6K-100 ～

17.8K 
村高町 280 Ｂ 基礎地盤漏水 

パイピング破壊に対する安

全性 

（２）県管理区間の重要水防箇所 

ア 猿渡川（愛知県管理）の重要水防箇所 

該当なし 

イ 長田川（愛知県管理）の重要水防箇所 

堤

防 
位置 区域 延長m 重要度 種別 摘要(水防工法) 

左

岸 
4.5K～5.0K 福釜町 500 Ｂ 堤防高 堤防高不足(積土のう工) 
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左

岸 
6.8K～7.5K 箕輪町 700 Ｂ 堤防高 堤防高不足(積土のう工) 

右

岸 
6.8K～7.5K 箕輪町 700 Ｂ 堤防高 堤防高不足(積土のう工) 

ウ 半場川（愛知県管理）の重要水防箇所  

堤

防 
位置 区域 延長m 重要度 種別 摘要(水防工法) 

左

岸 

3.6K+50～ 

3.7K 
和泉町 50 Ｂ 水衝 水衝部護岸老朽(木流し工) 

左

岸 
6.7K～6.8K 赤松町 100 Ｂ 堤防高 堤防高不足(積土のう工) 

エ 油ケ淵（愛知県管理）の重要水防箇所 

堤

防 
位置 区域 延長m 重要度 種別 摘要(水防工法) 

左

右

岸 

長田川河口 
東端町 

（水管橋） 
2 Ｂ 工作物 堤防断面不足(積土のう工) 

オ 朝鮮川（愛知県管理）の重要水防箇所 

該当なし 

カ 西鹿乗川（愛知県管理）の重要水防箇所 

該当なし 

（３）市管理区間の重要水防箇所 

該当なし 
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第６章 水防に関する警報・注意報等 

 

第１節 水防に関する警報・注意報等 

１ 気象、高潮及び洪水についての予報・警報（名古屋地方気象台発表）の種類 

水防に関連する気象、高潮及び洪水の注意報及び警報は、「注意報」は大雨等の気象現

象により災害が発生するおそれのあるとき、「警報」は重大な災害が発生するおそれのあ

るとき、「特別警報」は重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合に、名古屋地方

気象台から発表される。また、土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の増水・氾濫等につ

いては、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル（警報の危険度分布）」等で発表

される。さらに、現象の予告的情報や補完的情報等として気象情報が発表されることがあ

る。 

（１）大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想される場合に発表される。避難に備えハ

ザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とさ

れる警戒レベル２である。 

（２）大雨警報（土砂災害、浸水害） 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合に発表される。なお、

大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水

害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は高齢者等が避

難する必要があるとされる警戒レベル３に相当する。 

（３）大雨特別警報（土砂災害、浸水害） 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表され

る。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別

警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。災害が発生又は

切迫いている状況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警

戒レベル５に相当する。 

（４）高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相当する。 

（５）洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認す

るなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

（６）洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤

防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。高齢者等が危険な場所から避難する必要
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があるとされる警戒レベル３に相当する。 

（７）津波注意報 

津波により災害が発生するおそれがあると予想される場合に発表される。 

（８）津波警報 

津波により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合に発表される。 

（９）大津波警報（なお、大津波警報は特別警報に位置づけられる） 

津波により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想される場合に発表される。 

（１０）気象情報 

ア 「全般気象情報（気象庁発表）、東海地方気象情報、愛知県気象情報」 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、

特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等

に発表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯に より非常

に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを

使って解説する「顕著な大雨に関する愛知県気象情報」という表題の気象情報が府県気

象情報、地方気象情報、全般気象情報として発表される。 

イ 「記録的短時間大雨情報」（気象庁発表） 

愛知県内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時

間降水量）が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を

組み合わせた分析)され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現して

いる場合に、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害や低い土

地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降って

いる状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、｢キキクル

（危険度分布）｣で確認する必要がある。愛知県の雨量による発表基準は、１時間雨量

100mm以上の降水が観測又は解析されたときである。 

ウ 「土砂災害警戒情報」（愛知県・名古屋地方気象台共同発表） 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかし

くない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援

するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、愛知県と名古屋地方

気象台から共同で発表される。土砂災害警戒情報が発表された市町村内で危険度が高ま

っている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認する

ことができる。危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当する。 

エ 「早期注意情報（警報級の可能性）」 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日か

ら翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（愛知県は東

部と西部）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ

発表単位（愛知県）で発表される。大雨、高潮に関して、５日先までの期間に［高］又
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は［中］が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒

レベル１である。 

（１１）キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の種類と概要 

種類 概要 

土砂キキク

ル（大雨警

報（土砂災

害）の危険

度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の

領域（メッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の

２時間先までの予測値を用いて危険度を表示する。常時１０分ごとに更新

しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたとき

には、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要が

あるとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ

ル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされ

る警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再

確認するなど、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベ

ル２に相当。 

浸水キキク

ル（大雨警

報（浸水害

）の危険度

分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四

方の領域（メッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先まで

の表面雨量指数の予測値を用いて常時１０分ごとに更新しており、大雨警

報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確

認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要が

あるとされる警戒レベル５に相当。 

洪水キキク

ル（洪水警

報の危険度

分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね

１kmごとに5段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の

予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたと

きに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要が

あるとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベ

ル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされ

る警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再

確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当

。 

２ 気象及び洪水についての予報・警報（名古屋地方気象台発表）の基準 

（１）大雨の特別警報基準 

現象の種類 基準 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される

場合 

「過去の災害事例に照らして、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、台

風の中心気圧などに関する客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて発表を

判断する。」 
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「数十年に一度」の現象に相当する指標は以下の表に記載する。 

・大雨特別警報（警戒レベル５相当）の指標 

大雨特別警報（土砂災害）の場合 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数※１の基準値を地域ごとに設定

し、この基準値以上となる１ｋｍ格子が概ね１０格子以上まとまって出現すると予想され

、かつ、激しい雨※２がさらに降り続くと予想される場合、その格子が出現している市町村

等に大雨特別警報（土砂災害）を発表する。 

 

大雨特別警報（浸水害）の場合 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する表面雨量指数及び流域雨量指数の基準値を

地域ごとに設定し、以下の①又は②を満たすと予想される状況において、当該格子が存在

し、かつ、激しい雨※２がさらに降り続くと予想される市町村等に大雨特別警報（浸水害）

を発表する。 

①表面雨量指数※３として定める基準値以上となる１ｋｍ格子が概ね３０格子以上まとまっ

て出現。 

②流域雨量指数※４として定める基準値以上となる１ｋｍ格子が概ね２０格子以上まとまっ

て出現。 

※１ 土壌雨量指数：降雨による土砂災害リスクの高まりを示す指標で土壌中に貯まってい

る雨水の量を示す指数。 

※２ 激しい雨：１時間に概ね３０ｍｍ以上の雨。 

※３ 表面雨量指数：降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを数値化したもの。 

※４ 流域雨量指数：降った雨水が地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さ

らに河川に沿って流れ下る量を示す指数。 

（２）警報・注意報の基準（大雨・洪水・高潮） 

ア 大雨注意報基準 

一時細

分区域 

市町村等をま

とめた地域 
市町村名 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

愛知県

西部 
西三河南部 安城市 10 110 

イ 大雨警報基準 

一時細

分区域 

市町村等をま

とめた地域 
市町村名 

表面雨量指数基準 

（浸水害） 

土壌雨量指数基準 

（土砂災害） 

愛知県

西部 
西三河南部 安城市 25 162 
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ウ 洪水注意報基準 

一次細

分区域 

市町村等をま

とめた地域 
市町村名 流域雨量指数基準 

複合基準 

（表面雨量指数, 

流域雨量指数） 

指定河川 

洪水予報

による基

準 

愛知県

西部 
西三河南部 安城市 

鹿乗川流域＝9.6 

西鹿乗川流域＝6 

猿渡川流域＝10.6 

長田川流域＝8.1 

半場川流域＝5.3 

鹿乗川流域 

＝(5,9.6) 

西鹿乗川流域 

＝(5,4.9) 

猿渡川流域 

＝(5,10.6) 

長田川流域 

＝(7,4.3) 

半場川流域 

＝(8,4.9) 

矢作川 

[岩津] 

エ 洪水警報基準 

一次細

分区域 

市町村等をま

とめた地域 
市町村名 流域雨量指数基準 

複合基準 

（表面雨量指数, 

流域雨量指数） 

指定河川 

洪水予報

による基

準 

愛知県

西部 
西三河南部 安城市 

鹿乗川流域＝12 

西鹿乗川流域＝7.5 

猿渡川流域＝13.3 

長田川流域＝10.2 

半場川流域＝6.7 

鹿乗川流域＝

(8,10.8) 

西鹿乗川流域＝

(8,6.9) 

矢作川 

[高橋・

岩津・米

津] 

オ 高潮注意報 

本市において、高潮注意報の基準値となる潮位は設定されていない。 

カ 高潮警報 

本市において、高潮注意報の基準値となる潮位は設定されていないが、愛知県が定め

る基準水位観測所における高潮特別警戒水位への潮位の到達状況を考慮して、高潮警報

が発表される場合がある。 

（注）１ 注意報・警報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな

注意報・警報が発表されるときは、それまで継続中の注意報・警報は自動的に解

除又は更新されて新たな注意報・警報に切り替えられる。 

２ 地震の被災地等に対する二次災害防止のため、現象の強さが基準に達しないと予

想される場合でも、警報、注意報を発表することがある。 
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（３）津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等の

種類 
発表基準 

発表される津波の高さ 

数値での発表 

（予想される津波の高さ

区分） 

巨大地震の場合の表現 

大津波警報 

（特別警報） 

予想される津波の最

大波の高さが高いと

ころで3ｍを超える

場合 

１０ｍ超 

（１０ｍ＜予想される津

波の最大波の高さ） 

巨大 

１０ｍ 

（５ｍ＜予想される津波

の最大波の高さ 

≦１０ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想される津波

の最大波の高さ 

≦５ｍ） 

津波警報 

予想される津波の最

大波の高さが高いと

ころで1ｍを超え、3

ｍ以下の場合 

３ｍ 

（１ｍ＜予想される津波

の最大波の高さ 

≦３ｍ） 

高い 

津波注意報 

予想される津波の最

大波の高さが高いと

ころで0.2ｍ以上、1

ｍ以下の場合であっ

て、津波による災害

のおそれがある場合 

１ｍ 

（０.２ｍ≦予想される

津波の最大波の高さ≦１

ｍ） 

（表記なし） 

（注）１ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その

時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上

昇した高さをいう。 

２ 津波特別警報は、名称に「特別警報」は用いず、「大津波警報」の名称で発表す

る。「大津波警報」が発表された時は、それが津波に関する特別警報が発表された

という意味である。 
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第７章 水防警報 

 

第１節 意義 

指定河川について、国土交通大臣又は愛知県知事が、洪水又は高潮によって災害が発生す

るおそれがあると認められたとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表であり、水

防管理団体の水防活動に指針を与えることを本質としている。（法第16条1項） 

 

第２節 水防警報を行う河川 

１ 国土交通大臣が水防警報を行う河川とその区域 

（１）降雨等による河川の洪水に関する区域（矢作川の市内すべての区域） 

河川名 区域 

矢作川 
左岸 豊田市川田町２丁目２９番地先 

から 海 
右岸 豊田市荒井町松島３２１番４地先 

（２）津波に関する区域（安城市の市境まで） 

河川名 区域 

矢作川 
左岸 河口から15.0kmまで 

右岸 河口から10.4kmまで 

２ 愛知県知事が水防警報を行う河川とその区域（安城市内の区域） 

（１）降雨等による河川の洪水に関する区域 

該当なし 

（２）津波に関する区域 

津波河川遡上の可能性がある県管理河川 

市町村名 河川名 

安城市 鹿乗川、西鹿乗川、高浜川、油ヶ淵、半場川、朝鮮川 

（注）津波による遡上の可能性があるのみで、直ちに浸水するおそれがあるものではない。

今後、被害予測分析等により修正予定。 

 

第３節 水防警報を発する基準 

１ 国土交通大臣が発表する水防警報の発表基準 

（１）降雨等による河川の洪水に関する水防警報 

観

測

所

名 

所在地 

(位置) 

水防団待

機水位(

通報水位

) 

氾濫注意

水位(警

戒水位) 

出動水位 
計画高水

位 

堤防高 

上：左岸 

下：右岸 

発表者 
対象 

団体 

岡

崎 

岡崎市 

八帖北町 

(左岸

23.2km 

付近) 

m 

4.90 

m 

5.80 

m 

7.50 

m 

10.72 

m 

13.4 

12.4 

豊橋河

川事務

所長 

岡崎市 

西尾市 

安城市 
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（２）津波に関する水防警報 

種類 発表基準 

情報収集 地震発生により津波到達のおそれが否定できないとき。 

出動 

伊勢・三河湾の大津波警報、津波警報、津波注意報が解除された場合。ただ

し、津波警報から津波注意報に切り替わった場合で、水防作業が安全に行え

る状態で、かつ、必要と認めるときは発表することができる。 

解除 
巡視等により被害が確認されなかったとき、または、水防作業が終了したと

き等、水防作業を必要とする河川状況が解消したと認める場合。 

２ 愛知県知事が発表する水防警報の発表基準 

（１）津波に関する水防警報 

気象庁が「愛知県外海」又は「伊勢湾・三河湾」に「津波注意報」、「津波警報」又は

「大津波警報」を発表したとき 

 

第４節 警報の段階と内容 

１ 降雨等による河川の洪水に関する水防警報 

種類 内容 

準備 
氾濫注意水位(警戒水位)を超過し､水防資材の整備点検、水門等の開閉準備、

幹部員の出動を通知するもの。 

出動 出動水位を超過し、水防団員等の出動を通知するもの。 

情報 水防活動上必要とする水位、その他河川の状況を通知するもの。 

解除 水防活動の終了を通知するもの。 

２ 津波に関する水防警報 

種類 内容 

情報収集 
水防要員の安全を確保した上で水防活動に備えて津波発生の有無、津波到達

時刻等を情報収集するもの。 

出動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 

解除 水防活動の必要が解消した旨を通告するもの。 

（注）津波到達時間が短い場合、津波到達までに水防警報が発表できない場合が想定される

ため、津波警報が発表されている間であって、水防警報が通知されるまでの間におい

ては、水防管理者は、水防要員の安全を確保する措置をとる。 
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第５節 水防警報伝達系統 

１ 国土交通省が水防警報を行う河川 

（１）矢作川（高橋・岩津・岡崎・米津地区） 

 

 

 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）矢作川（津波水防警報） 

該当なし 

２ 知事が水防警報を行う河川 

（１）津波水防警報（愛知県外海、伊勢・三河湾） 

 

 

 

 

 

 

第６節 発表受報様式 

水防警報発表受報様式(様式第 1 号)による。 

※ 巻末資料編・様式その１ 

 

 

名古屋地方気象台 

愛知県防災安全局災害対策課 

県各事務所 

岡崎市 碧南市 豊田市 

安城市 西尾市 

関係消防機関 

凡例   一般回線ファックス 

     高度情報通信ネットワーク 

     インターネット（市町村向け川の防災情報） 

中部地方整備局 

豊橋河川事務所  

愛 知 県 

河 川 課 

関係機関  

（市町村向け        

川の防災情報）  

愛 知 県 

河 川 課 

名古屋地方気象台 

愛知県防災安全局災害対策課 

県各事務所 

関係消防機関 

安城市 他 
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第８章 洪水予報 

 

第１節 意義 

あらかじめ指定した河川について、気象等の状況により洪水のおそれがあると認められる

とき、国土交通大臣又は知事と気象庁長官が共同して、その状況を関係機関及び一般に周知

する目的で行う予報である（法第１０条第２項・第１１条第１項、気象業務法第１４条の２

第２項・第３項）。 

 

第２節 洪水予報を行う河川及び実施区域 

１ 国土交通大臣が指定した河川 

河川名 区域 

矢作川 
左岸 豊田市川田町２丁目２９番地先 

から 海 
右岸 豊田市荒井町松島３２１番４地先 

２ 知事が指定した河川 

該当なし 

 

第３節 洪水予報の種類と基準 

１ 種類と発表基準 

種類 情報名 発表基準 

「洪水警報（発表）」

又は「洪水警報」 

「氾濫発生情報」 

【警戒レベル５相

当情報（洪水）】 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「氾濫危険情報」 

【警戒レベル４相

当情報（洪水）】 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水

位を超え、さらに水位の上昇が見込まれる

とき 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続している

とき 

「氾濫警戒情報」 

【警戒レベル３相

当情報（洪水）】 

・氾濫危険水位に達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇

が見込まれるとき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を

下回ったとき（避難判断水位を下回った場

合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続している

とき（水位の上昇の可能性がなくなった場

合を除く） 

「洪水注意報（発表）

」又は「洪水注意報」 

「氾濫注意情報」 

【警戒レベル２相

当情報（洪水）】 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇

が見込まれるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未

満の状態が継続しているとき 

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見

込まれないとき 



第８章 洪水予報 

- 37 - 

 

「洪水注意報（警報解

除）」 

「氾濫注意情報（

警戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に

、避難判断水位を下回った場合（氾濫注意

水位を下回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込

まれなくなったとき（氾濫危険水位に達し

た場合を除く） 

「洪水注意報解除」 
「氾濫注意情報解

除」 

・氾濫発生情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意

情報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、

氾濫のおそれがなくなったとき 

２ 基準地点 

基

準 

地

点 

所在地 

河口から

の距離 

km 

水防団待

機水位 

（指定水

位） 

m 

氾濫注意

水位 

（警戒水

位） 

m 

避難判

断水位 

m 

氾濫危険

水位 

m 

計画高水

位 

m 

高

橋 
豊田市中島町 右岸40.4 1.00 2.70 5.90 6.80 7.22 

岩

津 
岡崎市西蔵前町 左岸29.2 4.00 4.90 7.80 8.50 10.89 

米

津 
西尾市米津町 右岸9.8 4.90 6.00 9.90 10.3 10.87 

 

第４節 矢作川洪水予報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 措 置 

水防警報等を受報したときは、関係住民への周知徹底、関係団体への伝達等必要な事項に

ついて所要の措置をとるものとする。また、状況の推移を的確に把握するため、報道機関そ

の他の情報に留意し、水防活動の万全を期するよう努めるものとする。 

 

気象台通信網 高度情報通信ネットワーク 

愛知県 

防災安全局 

災害対策課 

高度情報通信ネットワーク 

名古屋地方気象台

務所 

一般回線ファックス 

豊橋河川事務所 

愛知県 

河川課 

市 
県各事務所 

各保健所 

安城市 他 

関係消防機関 
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第９章 水位情報の周知 

 

第１節 水位の観測 

１ 増水状況の調査 

水防本部及び水防部は、気象状況及び水防巡視報告により必要と認めたときは、各河川

等の増水状況を調査するものとする。 

２ 矢作川水位観測 

（１）矢作川の基準水位 

観測所 
水防団待機水位 

（通報水位） 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 
出動水位 

岡崎 4.90m 5.80m 7.50m 

（２）水位情報提供サービス 

ア 電話応答装置(矢作川) ０５３２－４８－８１０９ 

イ 豊橋河川事務所河川防災情報 

https://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/kasen/index.html 

ウ 川の防災情報ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

https://www.river.go.jp/（携帯電話 http://i.river.go.jp/） 

エ 愛知県みずから守る防災情報メールサービス 

（３）水防本部は、気象状況及び水防巡視報告により必要と認めたときは、増水状況を調査

するとともに、本部各部班及び消防団に対し必要な指示をするものとする。 

 

３ 愛知県水防テレメータシステム水位観測局 

(愛知県川の防災情報https://www.kasen-aichi.jp/) 

水

系 

河

川

名 

観

測

所

名 

距

離 
所在地 単位 

河床

高 

０点

高 

水防

団待

機水

位 

氾濫

注意

水位 

出動

水位 

氾濫

危険

水位 

堤防

高 

矢

作

川 

鹿

乗

川 

鹿

乗

川 

8/

60

0 

安城市

東町大

塚1番6

地先 

河床

ｍ 

0.17 

TP5.1

7ｍ 

5.00 

1.85 

TP6.8

5ｍ 

2.45 

TP7.4

5ｍ 

2.85 

TP7.8

5ｍ 

3.55 

TP8.5

5ｍ 

4.70 

TP9.7

0ｍ 

（注） 

・氾 濫 危 険 水 位：当該観測局の地点において、洪水により相当の家屋浸水等の被害を生

ずる氾濫の恐れのある水位  

・出 動 水 位：その水位に対する流量が、氾濫危険水位満流流量の６割程度に相当

する水位で、水防警報基準点におけるほぼ出動水位に相当する。 

・氾 濫 注 意 水 位：その水位に対する流量が、氾濫危険水位満流流量の４割程度に相当する

水位で、水防警報基準点におけるほぼ警戒水位に相当する。 

・水防団待機水位：その水位に対する流量が、氾濫危険水位満流流量の２割程度に相当す

る水位で、水防警報基準点におけるほぼ通報水位に相当する。 

 

http://i.river.go.jp/
https://www.kasen-aichi.jp/
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４ 危機管理型水位計（川の水位情報 https://www.k.river.go.jp/） 

住民の避難判断に資する目的として危機管理型水位計が市内４か所（猿渡川（井畑橋）、

西鹿乗川（西鹿乗橋）、半場川（城藤橋）、長田川（大山田橋））に設置されている。 

５ 安城市水位警報装置表 

水

系 
河川名 

設置 

場所 

河川水位ｍ 設定値(海抜)ｍ 

出動 

水位 

警戒 

水位 

基準 

水位 
河床高 

出動 

水位 

警戒 

水位 

基準 

水位 
河床高 

矢

作

川 

神田支川 柿碕町 1.53 1.37 1.07 0.00 13.97 13.81 13.51 12.44 

準用河川 勢井前川 古井町 2.31 1.73 1.15 0.00 8.83 8.25 7.67 6.52 

準用河川 堀内川 堀内町 1.35 1.02 0.68 0.00 8.53 8.20 7.86 7.18 

準用河川 志茂川 小川町 2.15 1.62 1.08 0.00 8.68 8.15 7.61 6.53 

準用河川 郷東川 上条町 1.79 1.34 0.89 0.00 9.96 9.51 9.06 8.17 

高

浜

川 

追田雨水幹線 城南町 2.60 2.10 1.60 0.00 15.15 14.65 14.15 12.55 

追田雨水幹線 相生町 2.34 1.82 1.30 0.00 16.12 15.60 15.08 13.78 

大山田第一雨水幹線 大東町 1.80 1.35 0.90 0.00 17.01 16.56 16.11 15.21 

６ 高潮の水位情報の周知 

知事が、高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸（水位周

知海岸）について、高潮特別警戒水位を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、そ

の旨を関係者（水防管理者、量水標管理者）に通知するとともに、一般に周知させるもの。

（法第 13条の３） 

（１）水位周知海岸 

知事が高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したもの。 

海岸名 区域（起点～終点） 指定日 

三河湾・伊勢湾沿岸 田原市伊良湖町地先 弥富市鍋田町地先 令和３年６月１１日 

（２）高潮特別警戒水位 

高潮に対する市長の警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断等に資する情報として設定

されたもの。 

海岸名 観測所名 基準水位（ｍ） 発表者 

三河湾・伊勢湾沿岸 天白川河口 TP2.30 愛知県河川課長 

（３）高潮警戒水位 

高潮による災害の発生を警戒すべき水位（参考情報） 

海岸名 観測所名 基準水位（ｍ） 発表者 

三河湾・伊勢湾沿岸 一色 TP1.90 愛知県河川課長 

水位伝達系統 

 

 

 

県各事務所
愛知県河川課 安城市　他

関係消防機関

高度情報通信ネットワーク
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第１０章 通信連絡 

 

第１節 通信連絡 

水害時の通信連絡については、安城市地域防災計画に定めるところによる。 

（資料）・災害情報の収集・伝達・広報（安城市地域防災計画風水害等災害対策計画編・第

３編第３章） 
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第１１章 水防活動 

 

第１節 消防団の非常配備出動 

１ 出動準備 

正副分団長が出動し、主として資機材の整備点検、水位観測、水防巡視と非常連絡の準

備を行い、直ちに第１非常配備を指令できる体制とする。 

２ 第１非常配備出動 

水位観測、水防巡視を強化し、水防警戒の必要を認めるとき、及び事態の推移によって

は直ちに第２非常配備出動に移行できる体制とする。 

３ 第２非常配備出動 

班長以上の出動で、水防警戒と水防活動のできる体制とする。 

４ 第３非常配備出動 

団員全員が出動し、必要な水防警戒と水防活動に当たる体制とする。 

（１）水防本部からの電話指令又は水防信号による伝達等によるが、連絡がなくとも各団員

は任務の重大性に鑑み、常に気象状況等の変化に注意し、自発的に巡視警戒し、水防活

動の遂行に支障をきたさないようにしなければならない。 

（２）出動した団員は、担当地域において分団長の指示により業務を遂行する。 

（３）集合場所は、各分団詰所とし、各分団長は速やかに人員を把握し、区域内の警戒、水

防資機材の整備、運搬、情報、報告等の活動に従事させるものとする。 

 

第２節 出動準備と第１・第２・第３非常配備指令の時期 

消防団の非常配備の基準は、おおむね「第４章 非常配備体制」の計画中第１節に掲げる

非常配備の基準によるものとするが、その他水防警報・洪水予報の発表、水位の状況等事態

の推移により水防管理者は適宜に出動を指令するものとする。 

 

第３節 水防巡視の時期及び措置 

１ 水防巡視 

水防巡視は、各分団の正副分団長を責任者とする。水防管理者より出動準備・出動の指

令を受けたとき、その河川の増水等により巡視の必要があると認めたときは、本計画に基

づき予め選定した団員を各要所に配置するか、各分団担当河川及び地区内を巡視し、異常

の有無を確認するとともに水防本部及び水防部長並びに同派遣巡視者との連絡を密にし、

次の場合は、速やかに水防本部に通報するものとする。 

（１）増水の状況 

（２）その他水防上必要な事項 

２ 臨機の措置 

巡視中に水防上の異状を発見したときは、各分団長は可能な限り臨機の措置を講ずる

とともに水防本部に対し、次の要領で報告し、その指示を受けるものとする。 
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（１）異状発生の時分、場所、範囲、その他 

（２）住民、家屋、その他の被害状況 

（３）応援の要否（人員、資機材等） 

（４）臨機の措置の状況 

（５）その他必要な事項 
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第４節 担当区分 

１ 各河川の水防担当区分 

河川 等級 管理 担当水防隊 

矢作川 １級 国土交通省 桜井方面水防団 

鹿乗川 〃 愛知県 〃 

西鹿乗川 〃 〃 〃 

稗田川 ２級 〃 中部方面水防団 

油ケ淵 〃 〃 南部方面水防団 

長田川 〃 〃 〃 

半場川 〃 〃 〃 

朝鮮川 〃 〃 桜井方面水防団 

東隅田川 〃 〃 中部方面水防団 

猿渡川 〃 〃 北部方面水防団 

吹戸川 〃 〃 中部方面水防団 

石田川 〃 〃 北部方面水防団 

志茂川 準用河川 安城市 桜井方面水防団 

堀内川 〃 〃 中部方面水防団 

勢井前川 〃 〃 〃 

天草川 〃 〃 〃 

郷東川 〃 〃 〃 

上条川 〃 〃 〃 

溝川 〃 〃 北部方面水防団 

山田川 〃 〃 〃 

丸田川 〃 〃 〃 

山中川 〃 〃 桜井方面水防団 

朝鮮川 〃 〃 〃 

大久戸川 〃 〃 南部方面水防団 

長配川 〃 〃 〃 

新田川 〃 〃 〃 

八ッ田川 〃 〃 〃 

大海古川 〃 〃 〃 

西下川 〃 〃 中部方面水防団 

半場川 〃 〃 〃 

東隅田川 〃 〃 〃 

問屋川 〃 〃 南部方面水防団 

道田川 〃 〃 中部方面水防団 

郷西川 〃 〃 〃 

鮫川 〃 〃 〃 

稗田川 〃 〃 〃 

茨池川 〃 〃 〃 

切間川 〃 〃 南部方面水防団 

割目川 〃 〃 北部方面水防団 

石橋川 〃 〃 〃 

藤池川 〃 〃 〃 

追田川 普通河川 〃 中部方面水防団 

２ 土砂災害警戒箇所の担当 

南部方面水防団 
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第５節 水防作業 

１ 水防工法 

水防工法は、発生した事態に適応する工法を正確に判断し、その選定を誤らなければ１

種類の工法を施工するだけで成果を上げることが多いが、時には数種の工法を組み合わせ

て初めてその目的を達成することがあるから、当初施工の工法で効果が認められないとき

は、これに代わる工法を次々と行う必要がある。 

堤防の組成材料、流速、法面、護岸の状態、使用材料がその付近で得やすいか否か等を

考慮して工法を選定する。 

堤防等の異常状態に対応する工法はおおむね次表のとおりである。 

 

水防工法の種類 

原

因 
工法 施工箇所 効果 工法の概要 

深
掘
れ
（
洗
掘
） 

木流し工 

・水の流れが急となってい

る箇所 

・流水が激しく堤防をたた

き、深掘れ（洗掘）し始

めている箇所 

流水を緩やかにし、川側

（川表）が崩れるのを防

ぐ。川側（川表）淀欠けを

防ぐ（緩流部）。 

樹木に重り土のうをつけて

流し局部を被覆する。 

表シート 

張り工 

・川側(川表)が崩れだした

箇所  

・透水し始めた堤防   

川側(川表)の崩壊を防ぐ。 

吸い込み口をふさぎ透水を

防ぐ。 

川側(川表)の漏水面に防水

シート等を張る。 

立てかご工 

急流部の川側堤防斜面(川

表法面)、根固めが、深掘

れ(洗堀)、欠壊のおそれが

ある箇所 

過去に深掘れ(洗堀)等した

箇所の、災害の再発を防

ぐ。 

川側堤防斜面(表法面)に蛇

かごを立てて被覆する。 

亀
裂 

折り返し工 
堤防の上端(天端)に亀裂が

生じた箇所（粘土質堤防） 

竹の弾力性を利用して亀裂

の拡大を防ぐ。 

上端(天端)の亀裂をはさん

で両肩付近に竹をさし折り

曲げて連結する。 

打ち継ぎ工 
堤防の上端(天端)に亀裂が

生じた箇所（砂質堤防） 
亀裂の拡大を防ぐ。 

上端(天端)の亀裂をはさん

で両肩付近に杭を打ち、鉄

線で結束する。 

五徳縫い工 

堤防の居住側斜面(裏法)、

又は裏小段に亀裂が生じた

箇所 

竹の弾力性を利用して亀裂

の拡大を防ぐ。 

居住側斜面(裏法面)の亀裂

を竹で縫い崩落を防ぐ。 

かご止め工 

堤防の居住側斜面(裏法)、

又は裏小段に亀裂や崩れが

起こりそうな箇所 

堤防の居住側斜面(裏法面) 

や裏小段の亀裂や崩壊を防

ぐ。 

居住側斜面(裏法面)に菱形

形状の杭を打ち、竹又は鉄

線で縫う。 

つなぎ縫い工

（竹） 

堤防の上端(天端)や居住側

斜面(裏法面)に亀裂が生じ

ている箇所 

竹の弾力性を利用して亀裂

の拡大を防ぐ。 

亀裂部分をはさんで杭を打

ち、竹で結束する。 

漏
水 釜段工 

堤防裏小段や堤防近くの平

場 

漏水の噴出口を中心に土の

うを積んで水を貯え、その

水圧により噴出を抑える。 

裏小段、居住側斜面(裏法) 

先平地に円形に積み土のう

にする。 
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月の輪工 

堤防の居住側斜面(裏法面)

に漏水した水が噴き出して

いる箇所 

土のうを積んで河川水位と

漏水口との水位差を縮めて

水圧を弱め、漏水口の拡大

を防ぐ。 

居住側斜面(裏法)に半円形

に土のうを積む。 

越
水
（
堤
防
か
ら
の
水
の
あ
ふ
れ
） 

積土のう工 

・堤防が沈下した箇所 

・増水が早く、水が堤防を

越えそうな箇所 

水があふれること(越水)を

防ぐ。 

堤防上端(天端)に土のうを

数段積み上げる。 

改良 

積土のう工 

・堤防が沈下した箇所 

・増水が早く、水が堤防を

越えそうな箇所 

水があふれること(越水)を

防ぐ。 

堤防上端(天端)に杭を打っ

てシートを張り、土のうを

数段積み上げる。 

せき板工 

・堤防が沈下した箇所 

・増水が早く、水が堤防を

越えそうな箇所 

水があふれること(越水)を

防ぐ。 

堤防上端(天端)に杭を打

ち、板を杭に釘付けし、背

後に土砂又は土のうを積

む。 

水マット工 

・堤防が沈下した箇所 

・増水が早く、水が堤防を

越えそうな箇所 

水があふれること(越水)を

防ぐ。 

ビニロン帆布製水のうを上

端(天端)に置き、ポンプで

水を注入する。  

蛇かご積み 

・堤防が沈下した箇所 

・増水が早く、水が堤防を

越えそうな箇所 

水があふれること(越水)を

防ぐ。 

堤防上端(天端)に土のうの

代わりに蛇かごを置く。 

裏シート 

張り工 

水があふれること(越水)又

はそのおそれのある箇所の

居住側斜面(裏法面) 

水があふれること(越水)に

よる居住側斜面(裏法面)の

崩壊を防ぐ。 

堤防居住側斜面(裏法面)を

防水シート)で被覆する。  

決 

壊 

防 

止 

築き廻し工 

・堤防の川側斜面(表法面)

の深掘れ(洗掘)が進んで

いる箇所 

・堤防上端(天端)まで崩壊

し、幅員不足になりつつ

ある箇所 

堤防断面の厚みをつけ、破

堤するのを防ぐ。 

居住側斜面(裏法面) に土

のうを積む。 

杭打ち積み 

堤防の居住側斜面(裏法面)

が崩れた、又は崩れそうな

箇所  

居住側斜面(裏法面)の崩壊

を防ぐ。 

堤防斜面(法)崩れの下部に

杭を打ち、土のうを積む。 

土のう羽口 
堤防の居住側斜面(裏法面)

が崩れた箇所 

居住側斜面(裏法面)の崩れ

た箇所を補強し、堤防の崩

れの拡大を防ぐ。 

崩壊箇所に土のうを積み、

竹で刺し貫いて、地上に突

き出た竹を縫って固定す

る。 

わく入れ工 

・流れが急流となっている

箇所 

・堤脚の深掘れ(洗掘)が見

られる箇所 

急流河川の流れをゆるやか

にする。堤脚深掘れ(洗掘)

の拡大を防ぐ。 

深掘れ箇所に川倉、牛わ

く、鳥脚などを投入する。 
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２ 緊急通行 

水防団長等及び水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場合に赴く

時は、一般交通や公共用に供しない空地や水面を通行することができ、水防管理団体はそ

れにより損失を受けたものに対し損失を補償しなければならない。（法第１９条） 

 

第６節 避難及び救助 

１ 避難の指示 

（１）河川等の氾濫、洪水等が発生し、又は発生するおそれがあり、著しく危険が切迫して

いると認められるときは、必要と認める区域の住民に対し、避難のための立ち退きを指

示するものとする。この場合、安城市地域防災計画（風水害等災害対策編）の定めによ

るものとする。 

また、当該区域を所轄する警察署長にその旨を通知するものとする。 

（２）指示は、次の方法により行う。 

ア サイレン及び警鐘による水防信号 

イ 広報車の巡回 

ウ ケーブルテレビ放送（キャッチネットワーク） 

エ エフエム放送（エフエムキャッチ） 

オ 防災ラジオ 

カ インターネット 

キ 電話、ファックス、緊急速報メール 

ク 安城防災ナビ 

ケ Yahoo!防災速報 

コ 口頭その他個別伝達 

（３）指示の区分は、次のとおりとする。 

ア ［警戒レベル３］高齢者等避難 

避難行動要支援者等に早めの段階で避難行動を開始することを求めるとともに、高齢

者等以外の人にも避難準備や自主的な避難を呼びかける。 

イ ［警戒レベル４］避難指示 

気象警報や土砂災害警戒情報等の発表、河川の水位や雨量等あらかじめ定めた避難指

示の発令基準に基づき、速やかに的確な［警戒レベル４］避難指示を発令する。 

ウ ［警戒レベル５］緊急安全確保 

災害が発生又は切迫している状況において、未だ危険な場所にいる居住者等に対し、

立退き避難を中心とした避難行動から、緊急安全確保を中心とした避難行動への変容を

特に促したい場合に発令する。ただし、災害が発生・切迫している状況で、その状況を

必ず把握することができるとは限らないことなどから、本情報は必ず発令されるもので

はない。 

（４）矢作川における避難判断 
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矢作川については岡崎水位観測所における下記を基準により判断するものとする。 

避難判断 
判断水

位 
判断基準 

［警戒レベル３

］高齢者等避難 
8.47 

特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければなら

ない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況にあ

る区域に対して行う。 

・当該情報を発令する時点での小渡水位観測所の水位動向が上昇

していると判断された場合 

［警戒レベル４

］避難指示 
9.72 

過去に発生した災害の状況、地形、地質等から判断し、災害に関

する警報等が発せられた場合において、災害発生のおそれがある

区域に対して行う。 

・河川管理施設の異常(漏水等破堤につながるおそれのある被災等

)を確認した場合 

・危険水位10.72mに到達すると予測される場合 

・当該情報を発令する時点での小渡水位観測所の水位動向が上昇

していると判断された場合 

（注）１ 本市における避難指示等の発令の判断基準は、岡崎水位観測所の水位を基準とする

。また、岡崎水位観測所の危険水位に達する前に避難完了していることが前提となる

ため、水位上昇のピーク時の差が約2時間である上流の小渡水位観測所の水位情報も

判断基準となる。 

２ 想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生することも十分

考えられることから、関係機関との情報交換を密に行いつつ、河川上流部の状況や

、暴風雨域の接近状況、近隣での災害発生状況等、広域的な状況把握に努める。 

３ 鹿乗川排水機場のポンプ運転停止については、木戸水位観測所右岸堤防高より、

1.7m低い位置での値とする。 

４ 堤防の異常等、巡視等により自ら収集する現地情報、またレーダ観測でとらえ

た強い雨の区域、避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難等）等、必ずしも数

値等で明確にできないものも考慮しつつ、総合的な判断を行う。 

（５）避難場所 

避難場所は、安城市地域防災計画に定めるところによるものとする。 

（６）警察との連絡 

避難の指示、避難誘導、避難者収容に当たっては、警察と事前に連絡をとり、その協

議によりこれを行うものとする。避難の指示については、必ず事前に安城警察署長に通

知してこれを行う。 

２ 救助・救急 

水害により多数の負傷者が生じ、又はその発生が予想される場合の救助・救急隊の編成

及び応援要請は、次のとおりとする。 

（１）編成（救助・救急隊長：消防署長） 

分隊名 車両及び機器 人員 

救助隊 
ポンプ車、救助工作車、資機材搬送車、救

命ボート 
９人 

消防署救急隊 救急車 ３人 

北分署救急隊 救急車 ３人 

南分署救急隊 救急車 ３人 
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西出張所救急隊 救急車 ３人 

（注）必要により、消防団救援隊を編成する。 

（２）応援要請先 

ア 日本赤十字社愛知県支部安城市地区 

イ 安城市医師会 

ウ 衣浦東部保健所 

（３）病院一覧 

名称 所在地 電話 病床数 科目 

安城更生病院 安城町東広畔28 (75)2111 一般771 

内、精、循内、リウ、小、外

、整形、脳外、呼外、呼内、

感内、心臓、小外、乳、分外

、皮、泌、産婦、眼、耳、リ

ハ、放診、放治、麻、血内、

腫内、緩内、分・糖内、病診

、消内、脳内、脳小、腎内、

救急、臨床、歯口、消外、血

外 

八千代病院 住吉町2-2-7 (97)8111 
一般316 

療養104 

内、神内、呼内、消内、循内

、腎内、内分泌代謝内、人工

透析内、外、消外、血管外、

乳外、呼外、肛外、整、脳外

、泌、麻、小、皮、産婦、眼

、耳、リハ、放、臨床、病理

診断、救急 

矢作川病院 藤井町南山141-1 (99)3171 精神186 内、心療、精、胃内、循内 

 

第７節 水防信号及び水防標識 

「水防信号及び標識に関する規則（昭和３１年愛知県規則第３４号）」に定めるところ  

による。 

１ 水防信号 

（１）出動信号 消防団等に属する者全員が出動すべきことを知らせるもの 

（２）避難信号 必要と認める区域内の住民に避難のため立ち退くことを知らせるもの 

種別 打鐘信号 余いん防止サイレン信号 

出動 ● ● ● ● ● ● 

（３点） 

約５秒 

 

  約６秒 

避難 ● ● ● ● ● 約３秒 

 

  約２秒 

備考１ 信号継続時間は適宜とする 

２ 打鐘のほか太鼓も併用する。 

２ 水防標識 

（１）緊急自動車優先通行標識 
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第１図のとおり（公安委員会の指示を受けたもの） 

（２）水防警報発表標識 

第２図及び第３図のとおり 

 

第８節 決壊等の通報並びに決壊後の処理 

１ 通報 

堤防その他の施設が決壊したときは、直ちにその旨を西三河県民事務所、知立建設事務

所、西三河農林水産事務所及び氾濫する方向の隣接水防管理者に報告する。また、被害状

況をとりまとめ、原則的に愛知県防災情報システムに入力し県に報告する。 

２ 決壊後の処理 

決壊箇所については、できる限り氾濫による被害が拡大しないよう各工法の実施等応急

措置を直ちに講ずる。 

第９節 水防解除 

水位が警戒水位以下に減じ、かつ、危険がなくなったと認めたときは、水防解除を行う。

この場合の指令は、電話又は口頭による。 

第１０節 公用負担 

１ 公用負担 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長及び消防機関の長は、水防

の現場において、次の権限を行使できる。 

（１）必要な土地の一時利用 

（２）土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用 

（３）車両その他の運搬用機器の使用 

（４）排水用機器の使用 

（５）工作物その他の障害物の処分 

また、水防管理者から委任を受けた者は、上記（１）から（４）（（２）における収用

を除く。）の権限を行使することができる。 

２ 公用負担権限証明書 

公用負担の権限を行使する水防管理者・消防機関の長にあっては、その身分を示す証明

赤   白  
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書その他これらの者の命を受けた者にあっては、次の証明書を携行し、必要な場合には、

これを提示するものとする。 

公 用 負 担 権 限 証 明 書 

 

○○○○氏名 

上記の者に   の区域における水防法第２８条

第１項の権限行使を委任したことを証明する。 

年  月  日 

 

安城市長 印 

３ 公用負担の証票 

公用負担の権限を行使したときは、次の証票を２通作成し、その１通を目的物の所有者

、管理者又はこれに準ずる者に交付しなければならない。 

（第  号） 

公用負担証 

目的物 種類 

負担内容 使用 収用 処分等 

年  月  日 

安城市長 印 

事務取扱者氏名 印 

             様 

第１１節 水防報告と水防記録 

災害対策本部長は、県水防本部からの指示があった場合、水防が終結したときから３日以

内に次の事項を取りまとめて、水防報告書（第１号様式）により県知立建設事務所長に報告

する。 

※ 巻末資料編・様式その２ 

（１）天候の状況ならびに警備中の水位観測表 

（２）警戒出動及び解除命令の時期 

（３）消防団員又は、消防機関に所属する者の出動時期及び人員 

（４）水防作業の状況 

（５）堤防その他の施設等の、異常の有無及びこれに対する処置とその効果 

（６）使用資材の種類及び員数その消耗分及び回収分 

（７）法第２１条による収用又は使用の器具、資材の種類、数量及び使用場所 

（８）障害物を処分した数量及びその事由並びに除去の場合 

（９）土地を一時使用したときは、その箇所及び所有者の住所氏名とその事由 

（１０）応援の状況 

（１１）居住者出動の状況 

（１２）警察の援助状況 

（１３）現場指揮者 

（１４）立退き状況及びそれを指示した理由 
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（１５）水防関係者の死傷 

（１６）功労者及びその功績 

（１７）事後の水防に考慮する必要がある点、その他水防管理者の予見 

（１８）堤防その他の施設で緊急工事をするものが生じた時は、その場所及びその損傷状況 

（１９）その他必要な事項 
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第１２章 他の水防機関等との協力及び応援 

 

第１節 関係機関との相互協力 

１ 河川管理者の協力 

（１）中部地方整備局 

矢作川の河川管理者である中部地方整備局は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水

防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。 

ア 河川に関する情報の提供 

イ 重要水防箇所の合同点検の実施 

ウ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

エ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資機材で不足するような緊急事態に際し、河川

管理者の応急復旧資機材又は備蓄資機材の提供 

オ 水防活動の記録及び広報 

（２）愛知県 

県管理河川の管理者である愛知県は、自らの業務に照らし可能な範囲で、水防管理団体

が行う水防のための活動に次の協力を行う。 

ア 河川に関する情報の提供 

イ 水防管理団体が行う水防訓練および水防技術講習会への参加 

ウ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資機材で不足するような緊急事態に際し、河川

管理者の応急復旧資機材又は備蓄資機材の提供 

エ 水害に関する地域住民への啓発 

２ その他関係機関との相互協力 

（１）大規模氾濫減災協議会（矢作川水防災協議会、矢作川圏域水防災協議会） 

市は、国及び県管理河川を対象に、各圏域、流域の関係市町、気象台で構成する大規模

氾濫減災協議会に参加し、氾濫特性、治水事業の現状を踏まえて、円滑な避難水防活動、

減災対策等のために連携して一体的に取り組む。 

（２）洪水予報連絡会 

市は、洪水予報河川について、国、県、気象台、関係市町で構成する洪水予報連絡会に

参加し、水位等観測通報に協力し、水害の軽減に努める。 

（３）ホットライン 

市は河川の水位状況については国土交通省河川事務所とのホットラインにより、また気

象状況については地方気象台とのホットラインにより、迅速かつ十分な情報共有に努める

ものとする。 

 

第２節 隣接水防団体との協力 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は他の関係機関に対して応援を求めるも

のとする。また、応援を求められた場合は、自らの水防に支障がない限りその求めに応じる
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ものとする。 

応援のため派遣された者は、水防について応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動する

ものとする。 

 

第３節 警察官の出動要請 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、安城警察署長に対して、警察官の

出動を求めるものとする。 

 

第４節 自衛隊の出動要請 

水防管理者は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるときは、

災害対策基本法第６８条の２に基づき、知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求するものとす

る。 

派遣要請の要求に当たっては次の事項を明らかにするものとする。 

１ 災害の状況及び派遣要請を要求する事由 

２ 派遣を希望する期間 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

４ 派遣部隊が展開できる場所 

５ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となるべき事項 

 

第５節 消防団、自主防災組織、住民との連携 

市は、水防活動（重要水防箇所の巡視等）の実施に当たっては、消防団、自主防災組織、

地域住民等との連携を図り、水防のため必要があるときは、住民等に水防活動への協力を求

めるものとする。 
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第１３章 水防訓練 

 

第１節 水防訓練 

非常時において効果的かつ能率的な水防活動が実施できるよう、地域情勢に適応した水防

訓練を単独又は安城市地域防災計画に定める総合防災訓練と併せて実施する。 

なお、地域住民の参加により、水防思想の高揚、避難立ち退き等の訓練実施に努めるもの

とする。 

１ 水防訓練実施要領 

（１） 観測（水位・雨量・風速） 

（２） 巡視及び通報 

（３） 本部設置及び非常配備 

（４） 各水防工法 

（５） 要員の搬送及び資機材の輸送 

（６） 避難立ち退きの指示及び誘導 

（７） 救助及び救護 

２ 実施時期 

大雨・台風時期の５月から９月まで 
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資料編 
 

 

様式 
 

 

様式その１･･･水防警報発表受報様式（「第７章 水防警報」関連） 

様式その２･･･水防報告書（「第１１章 水防活動」関連） 
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様式第１号 

  川 準備・出動・情報・解除 水防警報 第   号 

 
 愛知県   建設事務所 発表 

令和   年   月   日   時   分 

 
 

 

 

 

(現況) 

 

１－１ 

 

 

   時   分現在     水位観測所では      ｍで、 

            水位      、       上昇している。 

 

１－２      観測所では最高水位に達したと思われる。 

 

１－３ 

 

     観測所の水位は、   時   分の     ｍを最高とし、 

       下降している。 

 

１－４  

   時   分現在     観測所の水位は、 

            水位を下回り、        下降している。 

 

２ 上流の     ダムの放流量は   時   分現在   ｍ3/ｓである。 

３ 流域の雨量は、   時現在    観測所で    ｍｍに達している。 

 

(予想) 

 

４ 

 

    地方気象台   時   分の発表によれば   日   時から 

   日   時までの降水量は多い所で    ｍｍ（24時間）の見込みである。 

 

 

５ 

 

   時   分発表の    洪水予報   号によれば    水位観測所 

の水位は    時に    ｍになる見込み。 

 

(被害) ６       地先では浸水が発生しているとの情報がある。 

７  

(指示) ８ 本地区の水防団は            されたい。 

９ 本地区の水防警報を解除する。 

(補足) １０  

 
      月   日   時   分時点の水位（量水標の読み ｍ） 

 

水防警報・洪水予報の発表状況 観測所 現在水位 

水防団 

待機（指

定）水位 

氾濫注意

（警戒）

水位 

出動水位 
避難判断

水位 

氾濫 

危険水位 

計画高 

水位 

洪水予報 川          

水防警報           

           

           

 

（注意事項） 

・水位の情報は最新のものを確認すること 

  インターネットhttps://www.river.go.jp/ 

         https://www.kasen-owarijp/ 

・河川施設に異常を発見したら、問合せ先に連絡すること 

 問合せ先 

 愛知県 〇〇建設事務所 

〇〇 課 

0XXX－XX－XXXX 



 

 

 

第１号様式 

         水 防 報 告 書 （水防管理団体） 
 
              報告者       番号       内線      
 
 水防管理団体名                   令和  年  月  日報告 
 
             級    川水系    川始め   河川 
 出 水 の 概 要  最高時間雨量   mm  月  日  時        地内 
          総雨量      mm  月  日  時  月  日  時 
 
   実 施 日 時     月  日  時頃 ～  月  日  時頃 
 
 水        No.  河川名  左右岸  位 置  人 員  実 施 工 法 
 
 防        １              m      名 
   実 施 箇 所   
 活        ２ 
 
 動        ３ 
 
          水防団     名 自衛隊    名 居住者    名 
   延 出 動 人 員     
          消防団     名（   ）   名  計     名 
  
   水 防 作 業 の 
   概 要 及 び 
   水 防 工 法 
 
   種    別   人    家屋    田畑    堤防    その他 
 水         
 防 水 防 の 効 果     名    棟     ha     ｍ 
 の  
 結 
 果 被    害 
    
 
          種類    数量    単価    金額（円） 
  使 用 資 機 材 
  
 
 
 特 記 事 項 
 
 
備考 
 「出水の概要」「実施箇所」…複数ある場合は別紙に記載すること。 
 「特記事項」…①水防功労者の氏名、年齢、所属、功績概要、②破堤又は越水箇所を 
  記入すること。紙面が足りない場合は別紙とすること。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安 城 市 水 防 計 画 

平成２６年２月１９日 修  正 

平成２７年３月１３日 一部修正 

平成２８年２月１６日 一部修正 

平成２９年２月１５日 一部修正 

平成３０年１月３１日 一部修正 

平成３１年３月１４日 一部修正 

令和 ２年２月 ５日 一部修正 

令和 ３年２月１０日 一部修正 

令和 ４年２月 ９日 一部修正 

令和 ５年２月 ６日 一部修正 

令和 ６年２月 ９日 一部修正 

令和 ７年２月 ７日 一部修正 

令和 ８年２月 ６日 一部変更 

 

編集発行 

安城市市民生活部危機管理課 

住所 安城市桜町 18 番 23 号 

電話 (0566)71-2220 

 


